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多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の一時中止費用について（補足資料） 
１.これまでの経過 

令和 5 年 10 月 27 日 多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業 入札公告 
令 和 6 年 9 月 27 日 多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業 特定事業契約の締結 
令和 6 年 11 月 11 日 多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の工事の一時中止について（通知） 
令和 6 年 11 月 21 日 多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の特定事業契約の解除の申し入れについて（通知） 
令 和 7 年 ７ 月 20 日 「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否を問う住民投票 
令 和 7 年 7 月 22 日 多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業特定事業契約の解除の申し入れの取り下げ、及び全ての業務の一時中止の解除について 
令 和 7 年 10 月 6 日 多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業 特定事業契約書変更契約の締結 
令和 7 年 10 月 27 日 多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業 工事再開 
令 和 8 年 5 月 22 日 多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業特定事業契約書変更契約に基づく合意書 

  
２.費用の概要 
 増加費用 変更費用 
R7.10.6 付け
変更契約書で

の定義 

本事業の一時中止に起因して、本事業の実施に関して事業者（豊橋ネ 
クストパーク株式会社）に発生した増加費用及び損害に伴う費用 

本事業の一時中止に起因した設計・建設費の変更による必要な費用 
 

特定事業契約第 49 条（工事の中止）第 3 項に基づき、市が負担する 
金額（税込） 260,166,021 円 3,795,542,802 円 

算定の考え方 

本事業の一時中止期間中に行われた構成企業、協力企業の本事業に 
関する活動に要した人件費・旅費交通費、弁護士費用等の外部委託 
費用、工事体制の縮小に要した費用、工事の現場の維持に要した費 
用、工事の再開準備に要した費用 

公告日（R5.10.27）基準の見積金額と再開時（R7.10.27）の見積金額との差額
（提案時の内容と同条件・同数量で積算した金額の差額） 
【設計費】  設計業務委託等技術者想定単価の変更等 
【建設費】  構成企業等からの発注先の変更による見積費用の増加等（物価の上昇

を含む） 

支払方法 
一括払い 市と事業者が合意した設計・建設期間中の期日までに、出来高に応じて支払い（ただ

し、市と事業者が合意した場合、この限りではない） 
 
３.予算案 

 増加費用 変更費用 
予算案 歳出補正予算措置 債務負担行為の追加設定 

財源内訳 一般財源 地方債及び一般財源 
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一時中止費用のイメージ

提案時の内容と同
条件・同数量で積
算した金額の差額

縮小時①

待機時② 再開準備時③

設計・建設費

一時中止期間

公告日（R5.10.27）基準の見積金額
と再開時（R7.10.27）の見積金額と
の差額（提案時の内容と同条件・同数
量で積算した金額の差額）
【設計費】設計業務委託等技術者想定
単価の変更等
【建設費】構成企業等からの発注先の
変更による見積費用の増加等（物価の
上昇を含む）

工
事
再
開

一
時
中
止

②
③①

① 縮小時現場・事務スタッ
フ人件費、物件費等

② 待機時現場・事務スタッ
フ人件費、物件費等

③ 再開準備時現場・事務ス
タッフ人件費、物件費等

変更費用

公
告
日

R7.10.27R6.11.11R5.10.27

増加費用

本事業の一時中止期間中に行われた構成企業、協力企業の本事業に関する活動に要した人件費・旅費交通費、弁護士費
用等の外部委託費用、工事体制の縮小に要した費用、工事の現場の維持に要した費用、工事の再開準備に要した費用

増加費用

契
約
締
結

R6.9.27

補足資料
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